
発表に先立ちまして、
フ ァ イ ザ ー ヘ ル ス リ
サーチ振興財団の皆さ
まにご支援いただきま
したことを、心よりお
礼申し上げます。

【スライド1】
タイトルは仰々しく

なっていますが、簡単
に言いますと2つの部
分から成っております。
ヘルスリサーチとして
のオーストラリアにお
ける高齢者に対する薬
剤師の関与のあり方と、
教育研究としての教育
効果測定、の2つで進
んでいます。

【スライド2】
まず、問題意識です。
ご承知の通り、最近、

薬剤師と薬局に対する
風当たりは非常に強く、経済財政諮問会議でも、「薬局、薬剤師にこんなにお金を与えてい
いのか」と。あるいは、「不正も多いし、儲かり過ぎじゃないか」というようなご指摘もい
ただいていますし、行政事業レビューでも、調剤報酬のあり方について、「これはもっと真
剣に検討してもらって、薬剤師がちゃんと働くのならお金をあげるけれども、働かないな
ら要らないんじゃないか」という厳しいご指摘をいただいているところです。

そんな中で、地域包括ケアにあっては、今、地域薬局が参加するべきだという話がされ
ているわけですけれども、「参加させてみたけど、後から見てみたら薬局は何もしてないん
じゃないか」といった同じような風当たりの中で、「別にお金を付けなくてもいいんじゃな
いか」という話になってしまっては良くないという問題意識があります。

助成研究演題－平成27年度国際共同研究

薬局における地域医療連携下の高齢者健康管理の日豪国際比較

小林　大高
新潟薬科大学 健康推進連携センター　教授

スライド 1

スライド 2
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実際、点数を付けたり報酬をするのであれば、どういったことをやったらいいのかとい
うことを考える一つの方法として、オーストラリアの薬局など、どういうことをやってい
るのがいいのかということを見に行けたらと思い、ヘルスリサーチの一つの方法として海
外調査を行いました。
（本セッションの2番目のご発表で）武庫川大学の十万先生から、疑義照会は非常に有用

だというご説明をいただいたのですが、実際、病院の先生方と話をしていると、「疑義照会
は受けるのだけれども、薬剤師さんは、ただ残薬の数を数えているだけで、何をしている
のかよく意味が分からない」とか、あるいは、「期限を延長する電話はいただくのだけど、
その間、患者さんが飲んでいたかどうかというのはチェックしているのですか。チェック
していないんじゃないか」というような疑問点をご提示いただいています。薬剤師の側で
何をしたらいいのかとか、あるいは、実際医師に電話して疑義照会をするときに、どうい
うポイントで医師と話をしたらいいかというコミュニケーション力が欠如しているのでは
ないか。

それについて、自分たちが何をやるのがいいのかということをまず初めに考えて、実際
に介入していく形を上手に取り入れているオーストラリアに行って中身を研究した次第で
あります。

【スライド3】
もう一つの問題意識

ですが、オーストラリ
ア は 実 は 10 年、20 年
前から在宅に薬剤師が
入っていったり、ある
いは、健康サポート薬
局という制度が日本は
始まりましたが、あれ
と同じようなシステム
で地域住民に対して健
康増進に関与していく
ことを具体的にやられ
れている国です。その国のものを日本で教育研修としてやってみようということを、2011
年から上田薬剤師会と一緒に仕事をしてまいりました。

実際に教育研修では、OTCですとか、服薬管理ですとか、その都度、国で興味のある分
野を研修プログラムとしてやってきたのですけれども、このプログラムの中身が知識偏重
なのです。オーストラリアでは知識偏重というよりは問題解決能力です。一つの患者さん
の問題に対して、薬剤師が関与することによって解決していこうという問題解決能力を中
心にプログラムを作っているのに対して、日本でプログラムをやるときは、知識に重点を
置いて、その知識を深めていこうというものだけに偏ってしまっている。それに関して若
干悲しみを感じて、オーストラリアの実際の中身について考えながら、知識偏重ではない
プログラムを作れたらなと思ってやってみました。

スライド 3
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【スライド4】
まず、ヘルスリサー

チの一つの調査として、
オーストラリアの制度
を見てみました。

オ ー ス ト ラ リ ア は
在 宅 の 高 齢 者 に 対
し て ア プ ロ ー チ す
る 一 つ の 方 法 と し
て『Home Medicines 
Reviews:HMR( 在 宅 服
薬管理)』というシステ
ムを、約20年前から実
行しております。日本でも患者が在宅に行くという話はよくありますが、患者の自宅で実
施されていて、医師と患者への助言を含む包括的な薬歴管理です。在宅に行って患者さん
の服薬状況を確認し、そこに問題点があった場合には医師にフィードバックするという形
が取られています。その際、日本と同じように医師の指示が必要です。日本との大きな違
いは、薬剤師はある程度の実力があることが認められた薬剤師さんでないと在宅服薬管理
を行うことができないという形になっております。

老健施設のほうはほとんど同じなので、ここは割愛させていただきます。

【スライド5】
こ の HMR の 対 象 者

は、日本だと取りあえ
ず医師がいいと言えば、
在宅はどこでも行けて
しまうのですが、一応
定義が決まっておりま
す。

5 種類以上の薬剤を
常用しているとか、1
日当たり12種類の薬剤
を服用しているとか、
このようにある程度問
題点を特定していて、成果が出やすい患者さんたちにターゲットを絞っている、つまりター
ゲティングをしっかりしているというのが一つの特徴になります。

【スライド6】
また、このHMRの目的もはっきりとしています。
薬剤を安全、有効および適切に使用すること。

スライド 4

スライド 5
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そして、われわれ薬
剤師だと薬のことばか
りで、先ほど申したよ
うに在宅へ行くと残薬
の数を数えて多い・少
ないだけで終わってし
まうのですが、それだ
けではなく、生活の質
および健康状態の改善
と、目的を明確にして
います。同時に、患者
および医療専門家の薬
剤に関する知識と理解度を向上させることによって、必要な薬と必要でない薬を峻別でき
るようにする。あるいは、薬の飲み方、または薬を服薬するのが困難であれば、それはど
う改善したらいいかというようなことを含めて、患者さんと医師と情報を共有することを
目的に置いております。

そしてまた、医療チームのメンバー間の共同作業の体制を円滑化するということを目的
に置いております。日本だと薬剤師さんは単純に在宅に行って終わりなのですが、この写
真にありますように、医師と薬剤師が一つのテーブルの中で患者さんの現在の状況につい
て話し合う症例検討会を行ったり、処方医と薬剤師が一つのテーブルで同じように話し合
う場を設けることを義務化しています。

こういうことを20年続けていくと、医師と薬剤師の間の信頼関係が構築され、また、医
師から患者さんに対して「薬局さんからこういうことを言ってきているけど大丈夫？」と
いうことで、患者さんも信頼を薬剤師に対して持ってくれるようになる。こういう三者の
協働の中で、現在、睡眠時無呼吸症候群に薬剤師が積極的に関与するプログラムを作って
います。これは、在宅服薬管理を20年間行ってきた結果として、薬剤師がこういう新たな
違う活動を行っても、周りの職種から「薬剤師さんを信用していいんじゃないか」と言っ
ていただく環境をつくってきたことが大きいのだと思います。

実際、このようにし
て、オーストラリアで
は在宅服薬管理ができ
るようにしていったと
言えます。

【スライド7】
もう一つ言ってしま

うと、これは研究プロ
セスの話ですが、この
前のスライドでオース
トラリアではHMRを行

スライド 6

スライド 7
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うときには医師が指示をしなければできないと言いましたが、処方の指示を出す医師に対
してお金を付けるとき、日本ですと医師の枠の中からお金を出すという話になるのですが、
薬剤師の調剤料という枠の中から医師にお金を出すという施策も考えながらやっています
ので、医師の了解を得やすかった。そういう上手な環境の中で作ってきたと言えると思い
ます。

【スライド8】
研究のプロセスはこ

のようになっておりま
すが、時間の関係で簡
単に説明させていただ
きます。

教育効果測定の研究
は、オーストラリアで
やられている教育プロ
グラムを日本語に訳し
て作っていくというも
のでした。この中で一
番重要視したのは、こ
ういう教育効果研究ですと単純にアンケートを行って、良かった・悪かったで終わってし
まうのですが、そういうことではなく、評価シートを作って、問題解決能力の効果がどれ
くらいあったかというのを見ようというようにした研究でした。

【スライド9】
これは2016年9月に

行 わ れ、 東 京、 上 田、
新潟、神戸の4都市に
て開催いたしました。

合計参加者は、薬剤
師が59人、栄養士さん
が3名でした。

このときに、予習の
有無の変化と複数回受
講しての影響度を副次
的評価項目に置きなが
ら、基本的には薬剤師
の問題解決能力について、この研修会を行ったことで効果があったかどうかの測定を行い
ました。

スライド 8

スライド 9
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【スライド10】
結果をお示しします。
この研修会の前後に

評価シートをお配りし
て回答していただいた
ところ、ワークショッ
プの前後では有意に点
数が上昇しておりまし
て、この結果から、ワー
クショップという介入
によって問題解決能力
が上がったということ
が言えると思います。

【スライド11】
また、もう一つ、『予

習がある』『ない』とい
う副次項目を一応入れ
ているのですけれども、
当初われわれは問題解
決というのは予習ある・
なしに関係なく効果が
上がると考えていたの
で、恐らく両方とも関
係ないだろうと思って
いたのですが、実際のところは予習の有無で成績に有意な差が見られてしまいました。ま
た、予習がなかったグループにおいては、成績に有意な差が見られなかったという結果も
出ており、やはり予習をしていないと、恐らくなかなか成果が出ないということも分かっ
てきました。

【スライド12】
併せて、この講習会

は、オーストラリア薬
剤師会の教材を使って
セミナーを開催したの
で、過去にオーストラ
リ ア 薬 剤 師 会 の セ ミ
ナーを受けた方とそう
でない方を比較したと
ころ、複数回参加して

スライド 10

スライド 11

スライド 12
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いる受講者の成績は明らかに高いもので、やはりワークショップの訓練を重ねることで学
習効果がより上がるという、当たり前の結果が出てしまいました。

【スライド13】
結論です。
評価シートの堅牢性、

信頼性についての調査
研究をする必要があっ
たのですが、今回はそ
の 評 価 シ ー ト を 作 っ
ていくまでの過程で、
ワークショップぎりぎ
りまで時間がかかって
しまった関係で、評価
シートの堅牢性、信頼
性の証明ができません
でした。それが大きな問題だと思っています。

それと、マークシートで評価シートを行ったのですけれども、可能であれば、多肢選択
試験だけではなく、受講生自体が服薬管理を行った結果を書くシートを評価する必要があ
るのではないかと思っております。

本来は、オーストラリア並みに十分な時間をかけられるような制度をつくっていったほ
うが良いのではないかと思います。

オーストラリアの教育プログラムを用いることで、提供したプログラムの範囲における
問題解決能力が醸成されることが確認できました。

また、予習の有無は学習成果に一定程度の影響を及ぼすことが予想され、また、複数回
こうした研修を実施することによって問題解決能力が醸成されることも、予想される結果
となりました。

質疑応答

座長：　ワークショップの効果があったという結論なのですが、その中身で、具体的にど
こが最もプログラムの効果を出したところだったのでしょうか。プログラムの説
明が無かったのですが、どのところが一番ワークショップで効果を出せたのです
か。

スライド 13
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小林：　はしょってしまったのですが、プログラムは通常、例えば痴呆症の患者さんであ
れば痴呆症の薬について注目点を与えたりとかするのですが、プログラムの中で
はなるべく考える時間を与えて、具体的なこういう薬を持っている患者さんに予
想されるいろいろな問題点についてみんなでショートグループ・ディスカッショ
ンを入れながら考え、アプローチをして、そして同時に、医師に対してどういう
コミュニケーションをしたらいいかということを考えながらやっていくという形
のプログラムでした。
講師は、非常に経験豊富なオーストラリアの薬剤師さんで、医師とのコミュニケー
ションに長けている方であり、そのアドバイスも実地にしてもらうという形に
なっておりました。
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